
山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
十
四
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
四
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

六
三
九

山
梨
県
公
報

第
六
百
十
四
号

令
和
七
年十

二
月
四
日

木　曜　日

目

次

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出	

六
三
九

○
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証	

六
三
九

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了	

六
三
九

教
育
委
員
会

○
簡
易
な
手
続
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報
に
関
す
る
個
人
情
報
取

扱
事
務
の
名
称
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

六
四
〇

公
安
委
員
会

○
技
能
検
定
員
等
審
査
の
実
施	

六
四
〇

○
山
梨
県
警
察
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

六
四
一

○
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

六
四
二

○
山
梨
県
警
察
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
第
三
条

第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
措
置
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

六
六
八

公　
　
　

告

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
四
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名　

株
式
会
社
オ
ギ

ノ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス　

代
表
取
締
役　

荻
野
雄
二　

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号　

外
二
者

二　

届
出
の
概
要

1　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地　

グ
リ
ー
ン
タ
ウ
ン
甲
府
東
（
北
エ
リ
ア
）　

山
梨
県

甲
府
市
向
町
字
蛭
田
百
二
十
一
番
一　

外

2　

変
更
し
た
事
項　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役　

荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号　

外

三
者

株
式
会
社
オ
ギ
ノ

代
表
取
締
役　

荻
野
寛
二

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号　

外
三
者

3　

変
更
の
年
月
日　

令
和
二
年
八
月
十
一
日

三　

届
出
年
月
日　

令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日

四　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
八
年
四
月
六
日
ま
で

◉　

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
。

令
和
七
年
十
二
月
四
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称　

甲
府
市

二　

調
査
を
行
っ
た
時
期　

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三　

成
果
の
名
称　

地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四　

調
査
を
行
っ
た
地
域　

甲
府
市
下
帯
那
町
及
び
平
瀬
町
の
各
一
部

五　

認
証
年
月
日　

令
和
七
年
十
一
月
二
十
六
日

◉　

県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

県
営
土
地
改
良
事
業
（
双
葉
北
部
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）
の
工
事
は
、
令
和
七
年
七
月

十
日
を
も
っ
て
完
了
し
た
。

令
和
七
年
十
二
月
四
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

教
育
委
員
会



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
十
四
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
四
日

六
四
〇

三　

受
付
期
間
及
び
場
所

1　

期
間　

令
和
七
年
十
二
月
十
五
日
（
月
）
か
ら
同
月
十
九
日
（
金
）
ま
で

2　

場
所　

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
八
百
二
十
五
番
地　

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免

許
課
教
習
所
指
導
係

四　

審
査
内
容

1　

技
能
検
定
員
審
査　

技
能
検
定
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識

2　

教
習
指
導
員
審
査　

教
習
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識

五　

審
査
手
数
料

1　

技
能
検
定
員
審
査

㈠　

大
型
自
動
車
免
許
、
中
型
自
動
車
免
許
及
び
準
中
型
自
動
車
免
許　

二
万
三
千
七
百
五
十
円

㈡　

普
通
自
動
車
免
許　

一
万
九
千
八
百
円

㈢　

大
型
特
殊
自
動
車
免
許
、
大
型
自
動
二
輪
車
免
許
、
普
通
自
動
二
輪
車
免
許
及
び
け
ん
引
免

許　

一
万
四
千
四
百
五
十
円

㈣　

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
、
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
及
び
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許　

二

万
二
千
二
百
円

2　

教
習
指
導
員
審
査

㈠　

大
型
自
動
車
免
許
、
中
型
自
動
車
免
許
及
び
準
中
型
自
動
車
免
許　

一
万
五
千
百
円

㈡　

普
通
自
動
車
免
許　

一
万
二
千
円

㈢　

大
型
特
殊
自
動
車
免
許
、
大
型
自
動
二
輪
車
免
許
、
普
通
自
動
二
輪
車
免
許
及
び
け
ん
引
免

許　

九
千
九
百
五
十
円

㈣　

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
、
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
及
び
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許　

一

万
二
千
八
百
五
十
円

な
お
、
い
ず
れ
の
審
査
手
数
料
に
つ
い
て
も
山
梨
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

六　

そ
の
他

1　

審
査
申
請
、
内
容
、
手
続
等
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

（
電
話
〇
五
五

－

二
八
五

－

〇
五
三
三
（
内
線
五
九
二
）
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

2　

技
能
検
定
員
審
査
又
は
教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
審
査
申
請
書
を
提
出
す

る
と
と
も
に
、
そ
の
受
け
よ
う
と
す
る
審
査
に
係
る
運
転
免
許
証
又
は
当
該
免
許
に
係
る
特
定
免

許
情
報
が
記
載
さ
れ
た
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
提
示
す
る
こ
と
。

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
等
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査
又
は
教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
当
該
審
査
の
種
類
に
対
応
す
る
第
一
種
運
転
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
資
格
者
証
又

は
教
習
指
導
員
資
格
者
証
を
提
示
す
る
こ
と
。

な
お
、
審
査
細
目
の
免
除
者
は
、
免
除
該
当
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
を
添
付
し
、
申

請
す
る
こ
と
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
告
示
第
三
号

簡
易
な
手
続
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報
に
関
す
る
個
人
情
報
取
扱
事
務
の
名

称
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
四
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

教 

育 

長　
　

荻　
　

野　
　

智　
　

夫

簡
易
な
手
続
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報
に
関
す
る
個
人
情
報
取
扱
事
務

の
名
称
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

簡
易
な
手
続
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報
に
関
す
る
個
人
情
報
取
扱
事
務
の
名

称
等
（
令
和
五
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
表
公
立
学
校
教
員
選
考
検
査
の
項
中
「
第
二
次
検
査
」
の
下
に
「
及
び
秋
期
検
査
」
を
加
え

る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会

◉　

技
能
検
定
員
等
審
査
の
実
施

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
十
九
条
の
二
第
四

項
第
一
号
イ
の
規
定
に
よ
る
技
能
検
定
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
に
関
し
て
行
う
審
査
（
以
下
「
技
能

検
定
員
審
査
」
と
い
う
。
）
及
び
法
第
九
十
九
条
の
三
第
四
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
の
運

転
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
の
教
習
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
に
関
し
て
行
う
審
査
（
以
下
「
教
習
指

導
員
審
査
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
四
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委 

員 

長　
　

飯　
　

室　
　

元　
　

一　

審
査
の
種
類　

大
型
自
動
車
免
許
、
中
型
自
動
車
免
許
、
準
中
型
自
動
車
免
許
、
普
通
自
動
車
免

許
、
大
型
特
殊
自
動
車
免
許
、
大
型
自
動
二
輪
車
免
許
、
普
通
自
動
二
輪
車
免
許
、
け
ん
引
免
許
、

大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
、
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
及
び
普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
「
技

能
検
定
員
審
査
」
及
び
「
教
習
指
導
員
審
査
」

二　

審
査
日
時
及
び
場
所

1　

審
査
日
時　

令
和
八
年
一
月
六
日
（
火
）
か
ら
同
月
九
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後

五
時
ま
で

2　

審
査
場
所　

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
下
高
砂
八
百
二
十
五
番
地　

山
梨
県
総
合
交
通
セ
ン
タ
ー



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
十
四
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
四
日

六
四
一

れ
ら
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
入
力
し
、
又
は
送
信
し
た
場
合
は
、
そ
の
他
の
同
一
内
容
の
書
面
等
に

記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
こ
れ
ら
に
記
載
す
べ
き
事
項
が
入
力
さ
れ
、
又
は
送
信
さ
れ
た
も
の
と

み
な
す
。

第
五
条
第
一
項
第
三
号
中
「
前
二
号
」
を
「
前
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
第
二

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三　

申
請
等
に
係
る
書
面
等
又
は
電
磁
的
記
録
が
大
量
で
あ
る
た
め
、
第
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
入
力
又
は
送
信
が
困
難
で
あ
る
場
合

第
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
申
請
等
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が

困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て

申
請
等
（
当
該
部
分
を
除
く
。
）
を
行
っ
た
日
か
ら
一
週
間
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
処
分
通
知
等
）

第
六
条
　
公
安
委
員
会
等
は
、
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
七
条
第
一
項
及
び
情
報
通
信
技
術
利
用
条
例

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
処
分
通
知
等
を
行
う
と
き
は
、
公

安
委
員
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

で
あ
っ
て
公
安
委
員
会
が
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
処
分
通
知
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2　

公
安
委
員
会
等
は
、
処
分
通
知
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に

は
、
当
該
処
分
通
知
等
の
内
容
を
公
安
委
員
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
、
処

分
通
知
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
公
安
委
員
会
等
は
、
公
安
委
員
会
又
は
警
察
本
部
長
が
別
に
定
め
る
場

合
を
除
き
、
当
該
処
分
通
知
等
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
の
情
報
に
電
子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署

名
に
係
る
電
子
証
明
書
と
併
せ
て
こ
れ
を
送
信
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
及
び
第
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
措
置
」
を
「
そ
の
他
申
請
等
を

行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
公
安
委
員
会
又
は
警
察
本
部
長
が
定
め
る
措
置
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
情
報
通
信
技
術
利
用
条
例
第
四
条
第
四
項
」
を
「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
七

条
第
四
項
並
び
に
情
報
通
信
技
術
利
用
条
例
第
四
条
第
四
項
」
に
、
「
の
規
則
で
定
め
る
」
を
「
に
規

定
す
る
」
に
改
め
、
「
電
子
署
名
」
の
下
に
「
（
電
子
証
明
書
が
併
せ
て
送
信
さ
れ
る
も
の
に
限

る
。
）
そ
の
他
処
分
通
知
等
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
公
安
委
員
会
又
は
警
察
本

部
長
が
定
め
る
措
置
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
処
分
通
知
等
の
う
ち
に
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し

く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
）

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号

山
梨
県
警
察
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
四
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委 

員 

長　
　

飯　
　

室　
　

元　
　

山
梨
県
警
察
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

山
梨
県
警
察
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
山
梨

県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
規
定
を
含
む
」
を
「
規
程
を
含
む
。
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

三　

電
子
署
名　

次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

イ　

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
電
子
署
名

ロ　

政
府
認
証
基
盤
（
行
政
機
関
の
長
そ
の
他
の
国
家
公
務
員
の
職
を
証
明
す
る
こ
と
そ
の
他
政

府
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
手
続
を
行
い
、
又
は
行
わ
せ
る
た
め
に
運
営
す
る
も
の

を
い
う
。
）
の
官
職
証
明
書
に
基
づ
く
電
子
署
名

第
二
条
第
一
項
第
五
号
中
「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
二
条
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

六　

処
分
通
知
等　

情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
三
条
第
九
号
及
び
情
報
通
信
技
術
活
用
条
例
第
二
条

第
七
号
に
規
定
す
る
処
分
通
知
等
を
い
う
。

第
三
条
第
三
項
中
「
送
信
」
を
「
入
力
し
、
又
は
送
信
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

4　

公
安
委
員
会
等
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
等
を
行
う
者
が
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
入

力
し
、
又
は
送
信
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
等
を
行
う
者
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
公
衆
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
い
て
い
る
場
合
で
あ
っ

て
、
公
安
委
員
会
等
が
当
該
事
項
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
当
該
申
請
等
に
併
せ
て
入
力

し
、
又
は
送
信
す
る
と
き
は
、
当
該
申
請
等
に
つ
い
て
規
定
し
た
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
定
款
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
入
力
又
は
送
信
を
要
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

5　

法
令
の
規
定
に
基
づ
き
同
一
内
容
の
書
面
等
を
数
通
必
要
と
す
る
申
請
等
を
行
う
者
が
、
第
一
項

及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
数
通
の
書
面
等
の
う
ち
一
つ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
こ
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六
四
二

失
し
、
若
し
く
は
滅
失
し
、
又
は
著
し
く
汚
損
し
、
若
し
く
は
破
損
し
た
と
き
は
、
別
記
様
式
第
六

の
二
の
除
外
標
章
再
交
付
申
請
書
に
よ
り
公
安
委
員
会
に
通
行
禁
止
除
外
指
定
車
標
章
の
再
交
付
を

申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

5　

通
行
禁
止
除
外
指
定
車
の
標
章
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
通
行
禁
止
除
外
指
定
車
標
章
の
記

載
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
別
記
様
式
第
六
の
三
の
除
外
標
章
記
載
事
項
変
更
届

に
記
載
事
項
の
変
更
を
証
す
る
書
面
の
写
し
を
添
え
て
、
公
安
委
員
会
に
提
出
し
、
当
該
通
行
禁
止

除
外
指
定
車
標
章
に
変
更
に
係
る
事
項
の
記
載
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
第
二
項
中
「
別
記
様
式
第
九
の
三
」
を
「
別
記
様
式
第
五
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
別

記
様
式
第
九
の
三
の
二
」
を
「
別
記
様
式
第
六
の
二
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
別
記
様
式
第
九
の

三
の
三
」
を
「
別
記
様
式
第
六
の
三
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
別
記
様
式
第
九
の
四
」
を
「
別
記
様
式
第
九
の
三
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
三
第
三
項
及
び
第
七
項
中
「
別
記
様
式
第
十
」
を
「
別
記
様
式
第
九
の
四
」
に
改
め
、
同

条
第
十
項
中
「
別
記
様
式
第
十
の
十
」
を
「
別
記
様
式
第
九
の
六
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項

と
し
、
同
条
第
九
項
中
「
別
記
様
式
第
十
の
九
」
を
「
別
記
様
式
第
九
の
五
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
十
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
前
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
、
「
「
駐
車
許
可
証
」
と
」
の
下
に

「
、
同
条
第
一
項
第
二
号
前
段
中
「
掲
示
」
と
あ
る
の
は
「
掲
示
（
第
六
条
の
三
第
八
項
に
規
定
す
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
駐
車
許
可
証
を
電
子
計
算
機
の
映
像
面
、
書
面
そ
の
他
の
も
の
に
表
示
し
た

も
の
を
掲
示
）
」
と
」
を
加
え
、
「
廃
棄
」
の
下
に
「
（
第
六
条
の
三
第
八
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
当
該
駐
車
許
可
証
に
係
る
電
磁
的
記
録
を
受
け
た
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら

れ
た
フ
ァ
イ
ル
及
び
そ
の
者
の
管
理
す
る
電
磁
的
記
録
媒
体
か
ら
消
去
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第

九
項
と
し
、
第
七
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

8　

前
項
の
駐
車
許
可
証
の
交
付
が
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
れ
た
場
合
は
、
当
該
駐
車

許
可
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
次
項
の
規
定
に
基
づ
く
掲
示
を
行
う
目
的
そ
の
他
の
正
当
な
目
的

の
た
め
に
当
該
駐
車
許
可
証
の
複
製
を
作
成
す
る
と
き
で
あ
つ
て
当
該
複
製
が
当
該
駐
車
許
可
証
の

交
付
を
受
け
た
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
そ
の
者
の
管
理
す
る

電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
る
と
き
を
除
き
、
当
該
駐
車
許
可
証
に
係
る
電
磁
的
記
録
を
複
製

し
、
又
は
複
製
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
十
五
条
第
三
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
改
め
る
。

一　

届
出
者
の
氏
名
又
は
法
人
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
に
関
す
る
事
項

第
二
十
五
条
第
三
項
第
二
号
中
「
地
位
」
の
下
に
「
に
関
す
る
事
項
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中

「
に
お
け
る
自
動
車
の
台
数
」
を
「
に
関
す
る
事
項
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
一
条
　
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
処
分
通
知
等
の
う
ち
に
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ

る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一　

処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
公
安
委
員

会
又
は
警
察
本
部
長
が
認
め
る
場
合

二　

処
分
通
知
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
交
付
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る
と
公

安
委
員
会
又
は
警
察
本
部
長
が
認
め
る
場
合

第
八
条
を
第
九
条
と
し
、
第
七
条
を
第
八
条
と
し
、
第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
処
分
通
知
等
を
受
け
る
旨
の
表
示
の
方
式
）

第
七
条
　
情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
方
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
い
ず
れ
か
の
方
式
と
す
る
。

一　

処
分
通
知
等
に
係
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
識
別
符
号
及
び
暗
証
符
号
の
入
力

二　

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
処
分
通
知
等
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
の

公
安
委
員
会
又
は
警
察
本
部
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
届
出

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
二
月
十
五
日
（
次
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

2　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
警
察
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関

す
る
規
則
第
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
日
が
施
行
日
以
後
で
あ
る
申
請
等
に
つ
い

て
適
用
す
る
。

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号

山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
四
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委 

員 

長　
　

飯　
　

室　
　

元　
　

山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
五
第
二
項
中
「
通
行
禁
止
除
外
車
両
指
定
申
請
書
」
を
「
除
外
標
章
交
付
申
請
書
」
に
改

め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

4　

通
行
禁
止
除
外
指
定
車
の
標
章
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
通
行
禁
止
除
外
指
定
車
標
章
を
亡
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別記様式第5（第5条の5、第6条関係）
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十
二
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六
四
四

別
記
様
式
第
六
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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別記様式第6の2（第5条の5、第6条関係）
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別記様式第6の3（第5条の5、第6条関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
十
四
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
四
日

六
四
七

別
記
様
式
第
九
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
十
四
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
四
日

六
四
八

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第9の3（第6条の2関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
十
四
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
四
日

六
四
九

別
記
様
式
第
九
の
三
の
二
及
び
別
記
様
式
第
九
の
三
の
三
を
削
る
。

別
記
様
式
第
九
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
十
四
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
四
日

六
五
〇

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第9の4（第6条の3関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
十
四
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
四
日

六
五
一

別
記
様
式
第
九
の
四
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
十
四
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
四
日

六
五
二

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第9の5（第6条の3関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
十
四
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
四
日

六
五
三

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第9の6（第6条の3関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
十
四
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
四
日

六
五
四

別
記
様
式
第
十
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十　

削
除

別
記
様
式
第
十
の
九
及
び
別
記
様
式
第
十
の
十
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
三
の
十
一
及
び
別
記
様
式
第
十
三
の
十
一
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
十
四
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
四
日

六
五
五

別記様式第１３の１１(第１５条の１１関係) 

 

 

初心運転者講習結果報告書 

 

 

  年  月  日 

 

 山梨県公安委員会 殿 

指 定 講 習 機 関 名 

管 理 者 
 

 

 

 下記の者に対して、道路交通法第108条の2第1項第10号に掲げる講習を  年  月  日に終了

したので報告する。 

 
番
号 

氏 名 

生年月日 
住 所 

性
別 

免許の

種 類 

免 許 証 番 号 
講 習 指

導 員 名 

効 果 測

定 結 果 

 

免許情報記録番号 

              

  

                

 

                

 

                

 

                

 

                

 

備 考 

  

備考1 番号欄は、実施日ごとの番号とすること。 

  2 免許の種類欄は、準中型、普通、大自二、普自二又は原付の別を記載すること。 

別記様式第13の11（第15条の11関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
十
四
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
四
日

六
五
六

別記様式第１３の１１の２(第１５条の１１関係) 

若年運転者講習結果報告書 

 

年    月    日  

 

 山梨県公安委員会 殿 

 

指 定 講 習 機 関 名  

管 理 者  

 

 

 下記の者に対して、道路交通法第108条の2第1項第14号に掲げる講習を     年  月 

 日に終了したので報告する。 

 
番

号 

氏 名 
 

生年月日 
住 所 

性

別 

免許の

種 類 

免 許 証 番 号 
講習指

導員名 

 

免許情報記録番号 

             

 

              

 

              

 

              

 

              

 

              

 

  

 

別記様式第13の11の2（第15条の11関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
十
四
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
四
日

六
五
七

別
記
様
式
第
十
四
の
四
か
ら
別
記
様
式
第
十
四
の
五
の
二
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
十
四
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
四
日

六
五
八

写
氏名

フリガナ

3

住所

男 女
電話
番号

警察署受付 免許課受付

　　　　年　　　　月　　　　日

運転経歴証明書

運
転
経
歴
証
明
書

（
写

）

マイナ経歴証明書

生年
月日 4

照会番号

手数料欄

写　　　　真
大正

2
昭和

処理区分 資料区分

手続終了後の所有希望カード

36 B9

平成

運転免許証 マイナ免許証現在の所有カード

性別

運

転

経

歴

証

明

書

等

内

容

住

所

本
国
籍
等

欠
字

講
習

氏
名

有
効
年
月
日

（表面）
別記様式第１４の４（第１７条の１０関係）

　　　年　　　月　　　日運 転 経 歴 証 明 書 交 付 等 申 請 書
山梨県公安委員会　殿 ※太枠内のみ記入してください。

入力担当者

運転免許経歴証明書交付（運転経歴情報）内容

署

管
轄

年　　　　月　　　　日　　生 電話

免
許
の
条
件

第　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号

免
許
番
号

免許
の

種類

年　　　　　月　　　　　　日

申請者受領

　　　　　　　　

交
付
日
･

№

受付取扱者

備考等

大

型

中

型

準

中

型

普

通

大

特

大

自

二

普

自

二

小

特

原

付

け

引

大

二

中

二

普

二

大

特

二

け

引

二

別記様式第14の4（第17条の10関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
十
四
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
四
日

六
五
九

別記様式第１４の４（第１７条の１０関係）

申請書の記載要領等

１　太枠の欄は、黒又は青のボールペン等で明瞭に、楷書で記載し、又は5号活字に印字すること。

2　この申請書に添付する写真は、申請前６か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、画像加工等なく、縦の長さ3.0セン

 チメートル、横の長さ2.4センチメートルのもので、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したものとすること。

  

（裏面）



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
十
四
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
四
日

六
六
〇

　　　年　　　月　　　日

山梨県公安委員会　殿 ※太枠内のみ記入してください。

処理区分 資料区分

運 転 経 歴 証 明 書 記 載 事 項 等 変 更 届

フリガナ

生年
月日

昭和

電話

住所

フリガナ

氏名

講
習

氏
名

免
許
の
条
件

管
轄

署

変

更

事

項

平成

2

本
国
籍
等

住

所

有
効
年
月
日

運

転

経

歴

証

明

書

等

内

容

欠
字

交
付
日
･

№

日
3 4

性別

年 月
大正

氏名

現在の所有カード 運転経歴証明書

手続終了後の所有希望カード 運転経歴証明書

マイナ経歴証明書

マイナ経歴証明書

男 女

住所

第　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号

別記様式第１４の５（第１７条の１０関係）

運転免許経歴証明書交付（運転経歴情報）内容

警察署受付 免許課受付

運
転
経
歴
証
明
書

（
写

）

確認書類

□　マイナンバーカード

□　住民票

□　公共郵便物

□　在留カード

　
□　その他
　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

免許
の

種類

　　　　年　　　　　月　　　　　　日

電話

備考等

受付取扱者

入力担当者

年　　　　月　　　　日　　生

申請者受領

　　　　　　　　

免
許
番
号

大

型

中

型

準

中

型

普

通

大

特

大

自

二

普

自

二

小

特

原

付

け

引

大

二

中

二

普

二

大

特

二

け

引

二

別記様式第14の5（第17条の10関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
十
四
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
四
日

六
六
一

　　　　年　　　　月　　　　日

運転経歴証明書 マイナ経歴証明書

現在の所有カード 運転免許証 マイナ免許証

記載事項変
更の有無  □ 有   □ 無

住所

再交付の理由
（該当に○）

 1︓亡失  2︓盗難  3︓焼失  4︓滅失 5︓汚損  6︓破損
 7︓記載事項変更  8︓写真変更 ９︓その他（      ）

写　　　真

別記様式第１４の５の２（第１７条の１０関係）

　　　年　　　月　　　日運 転 経 歴 証 明 書 再 交 付 等 申 請 書
山梨県公安委員会　殿 ※太枠内のみ記入してください。

処理区分

交
付
日
･

№

運

転

経

歴

証

明

書

等

内

容

住

所

本
国
籍
等

欠
字

講
習

氏
名

資料区分

手続終了後の所有希望カード

36 B9

有
効
年
月
日

平成

3
生年
月日

（表面）

4

氏名

フリガナ 性別

男 女
電話
番号

大正

2
昭和

受付取扱者

有無

第　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号

免
許
番
号

年　　　　　月　　　　　　日

申請者受領

　　　　　　　　

備考等

免許
の

種類

入力担当者

署

管
轄

年　　　　月　　　　日　　生

運転免許経歴証明書交付（運転経歴情報）内容

電話

免
許
の
条
件

運
転
経
歴
証
明
書

（
写

）
警察署受付 免許課受付

照会番号

手数料欄

大

型

中

型

準

中

型

普

通

大

特

大

自

二

普

自

二

小

特

原

付

け

引

大

二

中

二

普

二

大

特

二

け

引

二

別記様式第14の5の2（第17条の10関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
十
四
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
四
日

六
六
二

別記様式第１４の５の２（第１７条の１０関係）

申請書の記載要領等

１　太枠の欄は、黒又は青のボールペン等で明瞭に、楷書で記載し、又は5号活字に印字すること。

2　この申請書に添付する写真は、申請前６か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、画像加工等なく、縦の長さ3.0セン

 チメートル、横の長さ2.4センチメートルのもので、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したものとすること。

  

（裏面）



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
十
四
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
四
日

六
六
三

別
記
様
式
第
十
六
中　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
八
及
び
別
記
様
式
第
二
十
九
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

そ
の
他

「

「

二　
種

「

「



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
十
四
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
四
日

六
六
四

別 紙

別記様式第２８（第２５条関係）

山梨県公安委員会 殿
① 届出者の氏名又は法人の

名称及び代表者の氏名

〒
安全運転管理者を選任、解任

したので
届出記載事項(①・③ お届けし

ます。

・⑤・⑨）

　　　　　年　　　月　　　日 ⑨ (ふりがな)

(ふりがな)

安全運転管理者

氏名　　　

大

④ 昭

平

3

1 2 公安委員会  公安委員  1 官公署　2 公社公団等　3 農業

 ２年以上 の教習修了者  会の認定  4 林業　5 漁業　6 鉱業　7 建設業

で１年以上  8 製造業　9 卸･小売業　10 不動産業

 1 使用者　2 課長以上　3 係長  11 金融保険業　12 運輸業

 4 主任　5 その他（　　　　　）  13 電気ガス業　14 通信業

 15 サービス業　16 その他（　　　）

大 小 大 普

大 中 準 普 大 中 準 普 型 型 型 通

中 軽 中 軽 特 特 二 二

型 型 型 通 型 型 型 通 殊 殊 輪 輪

 日勤　　　隔日

安全運転管理者  その他（　　　　　） 準 大 普 小

の勤務の態様

一 二 一 二 一 二 一 二

種 種 種 種 型 種 種 種 種 二 二 特

安 略

全 歴

運 ⑫

転 前 管

管 安 理

理 全 者

者 運 1 死亡　2 退職　3 転任

の 転 4 解任命令　5 減車

6 その他（　　　　　）

備　考

番号

整理

⑥
安全運転管
理者が運転
免許を持っ
ている場合

免許の種類

免許年月日　　・　・ 　　・　・ 　　・　・

免 許 証 等 番 号

安 全 運 転 管 理 者 に 関 す る 届 出 書

　　　　　年　　月　　日

を変更

 ② 選任年月日

 ③

使

用

の

本

拠

）

普

中

名　称

生年月日

自

自　・　・　

大

至　・　・　

自　・　・　

至　・　・　

解 任 事 由

※

自

動

使
用
の
本
拠
に
お
け
る
自
動
車
台
数
・
運
転
者
数

⑩ 乗 用

大 中

車

台

勤 務
数

副 安 全 運 転
あり（　　　名）　なし

運

自　・　・　

自　・　・　

至　・　・　

（表）

住　所

許 型 型
計

管 理 者 の 有 無 転 種

解 任 年 月 日 　　　　　年　　月　　日

通 特

位　置

（電話

公
安
委
員
会
印

警
察
署
受
付
印

別

数

　年　 月　 日（ 　歳）

貨 物

自
計

⑪

職務上の地位

 ⑦

⑧

資 格 （年　齢）

運 転 の 管 理 経 験

要 件

業種別
 ⑤

（

運
転
管
理
に
関
す
る
経
歴
）

勤務期間 勤務所名
職務上の

地位
業務内容

者

氏 名
至　・　・　

免

別記様式第28（第25条関係）



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
十
四
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
四
日

六
六
五

別 紙

5 漁　　　　　業

業　　　種　　　別

1 官　　公　　署

16

14 通　　信　　業

旅館、広告業、各種修理業、映画業、医療保険業、各種学校、

経済、文化、政治労働、社会福祉団体、清掃業及びニュース

13 電 気 ガ ス 業

10 不　動 産　業

11

そ　　の　　他

銀行、信託業及び証券業を含む。

民営鉄道、水運業、沿海運輸、航空運輸及び倉庫業を含む。

放送業を含む。

金 融 保 険 業

運　　輸　　業12

鉱　　　　　業

林　　　　　業

公 社 公 団 等

農　　　　　業

8

9

2

3

15

6

7

4

サ ー ビ ス 業

供給業を含む。

備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考

(裏)

公庫及び官公立学校を含む。

果樹、樹園、園芸、畜産及び養蚕を含む。

育林、製薪、木炭製造、木材伐出及び狩猟業を含む。

水産養殖業を含む。

砂、砂利及び玉石採取業を含む。

管工事業、さく井工業及び設備工事業を含む。

百貨店を含む。

不動産賃貸業を含む。

建　　設　　業

製　　造　　業

卸売 、小売業



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
十
四
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
四
日

六
六
六

別 紙

別記様式第２９（第２５条関係）

山梨県公安委員会 殿
① 届出者の氏名又は法人の

名称及び代表者の氏名

〒
副安全運転管理者を選任、解任

したので
届出記載事項(①・③ お届けし

ます。
・⑤・⑨）

② 選任年月日 　　　　　年　　　月　　　日 ⑨ (ふりがな)

(ふりがな)

大

④ 昭

平

1 2 3

 運転の管理  運転の経験  公安委員  1 官公署　2 公社公団等　3 農業

 経験１年以  期間３年以  会の認定  4 林業　5 漁業　6 鉱業　7 建設業

 上  上  8 製造業　9 卸･小売業　10 不動産業

 1 使用者　2 課長以上　3 係長  11 金融保険業　12 運輸業

 4 主任　5 その他（　　　　　）  13 電気ガス業　14 通信業

 15 サービス業　16 その他（　　　）

大 小 大 普

大 中 準 普 大 中 準 普 型 型 型 通

中 軽 中 軽 特 特 二 二

型 型 型 通 型 型 型 通 殊 殊 輪 輪

 日勤　　　隔日

 その他（　　　　　） 準 大 普 小

の勤務の態様

一 二 一 二 一 二 一 二

種 種 種 種 型 種 種 種 種 二 二 特

副 の

安 略

全 歴 ⑫

運 前 管

転 副 理

管 安 者

理 全 1 死亡　2 退職　3 転任

者 運 4 解任命令　5 減車

転 6 その他（　　　　　）

備　考

動

車

台

勤 務
数

免 大 中

）（電話

⑩ 貨 物

住　所

※ 整理

番号

位　置

③
副安全運転管理者
氏名

⑤
職務上の地位

（表）

を変更

　年　 月　 日（ 　歳）

名　称

生年月日

自 自 計

　　　　　年　　月　　日

公
安
委
員
会
印

警
察
署
受
付
印

至　・　・　

他の副安全運転 運

管 理 者 の 有 無

⑦

⑧

自　・　・　

至　・　・　

副安全運転管理者

副安全運転
管理者が運
転免許を
持っている
場合

　･　･　 　・　・　 　・　・　
自

乗 用

免 許 証 等 番 号

⑪

免許年月日

免許の種類

計

自　・　・　

副 安 全 運 転 管 理 者 に 関 す る 届 出 書

　　　　　年　　月　　日

業種別

使

用

の

本

拠

資 格 （年　齢） 安全運転管

理者の氏名

要 件

⑥
使
用
の
本
拠
に
お
け
る
自
動
車
台
数
・
運
転
者
数

普 大

中
通 特

あり （ ）名 なし
転 種

許 型 型

別（

運
転
管
理
に
関
す
る
経
歴
）

勤務期間 勤務所名
職務上の
地位

業務内容
者

氏 名

自　・　・　

自　・　・　

至　・　・　

至　・　・　

数

解 任 年 月 日

解 任 事 由

別記様式第29（第25条関係）
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管工事業、さく井工業及び設備工事業を含む。

育林、製薪、木炭製造、木材伐出及び狩猟業を含む。

5 漁　　　　　業 水産養殖業を含む。

経済、文化、政治労働、社会福祉団体、清掃業及びニュース

供給業を含む。

12 運　　輸　　業 民営鉄道、水運業、沿海運輸、航空運輸及び倉庫業を含む。

13 電 気 ガ ス 業

10 不　動 産　業 不動産賃貸業を含む。

11 金 融 保 険 業 銀行、信託業及び証券業を含む。

8 製　　造　　業

9 卸売 、小売業 百貨店を含む。

6 鉱　　　　　業 砂、砂利及び玉石採取業を含む。

7 建　　設　　業

官　　公　　署

16 そ　　の　　他

2 公 社 公 団 等 公庫及び官公立学校を含む。

3 農　　　　　業 果樹、樹園、園芸、畜産及び養蚕を含む。

4 林　　　　　業

14 通　　信　　業 放送業を含む。

旅館、広告業、各種修理業、映画業、医療保険業、各種学校、

15 サ ー ビ ス 業

(裏)

業　　　種　　　別 備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考

1



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
十
四
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
四
日

六
六
八

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

山
梨
県
警
察
本
部
長
告
示
第
四
十
四
号

山
梨
県
警
察
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
第
三
条
第
二
項
た
だ

し
書
に
規
定
す
る
措
置
（
令
和
三
年
山
梨
県
警
察
本
部
長
告
示
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
し
、
令
和
七
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
四
日

山
梨
県
警
察
本
部
長　
　

仲　
　

村　
　

健　
　

二

三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三　

申
請
等
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置

規
則
第
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
措
置
は
、
あ
ら
か
じ
め
付
与
さ
れ
た
識
別
符
号
及
び

暗
証
符
号
を
用
い
て
申
請
部
分
に
接
続
す
る
措
置
そ
の
他
の
当
該
申
請
等
の
性
質
に
照
ら
し
て
適
切

な
措
置
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
公
安
委
員
会
又
は
警
察
本
部
長
が
指
定
す
る
措
置
と
す
る
。

四
中
「
第
四
条
」
を
「
第
五
条
」
に
改
め
、
四
を
七
と
し
、
三
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

四　

氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置

規
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
は
、
三
に
定
め
る
措
置
又
は
規
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
氏
名
又
は
名
称
を
入
力
し
、
又
は
送
信
す
る
措
置
と
す
る
。

五　

処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
技
術
的
基
準

規
則
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
技
術

的
基
準
は
、
同
項
に
規
定
す
る
公
安
委
員
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
を
通

じ
て
接
続
で
き
、
正
常
に
通
信
で
き
る
機
能
を
備
え
た
も
の
と
す
る
。

六　

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
処
分
通
知
等
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
の
届

出
の
方
法

規
則
第
七
条
第
二
号
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
処
分
通
知
等
を

受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
は
、
規
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
っ
て
公
安
委
員
会
等

に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
削
る
。


